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（杜）日本火災戟知機工菜無蓋

エレベーター昇降路に設置した点検箱内煙感知器の点検について

平素は当工菜食箪動婁こご真数ご協力をいただき、感謝申し上げますさ

きて今般、エレベーター昇降蕗内に転落する等の尊敬に端を発し、昇降賂内設置機番に対する

設置基準が強化され濠した。

日動火災報知設備として、煙感知器点磯箱が設置されていますが、点検時にエレベータ」を停

止させて点検を行うことの徹底、点検のために点検箱の扉を開けた時にコこレべ」ダーを停止させ

る装置を設置することが法制化されました重　く濾行田：盟1．凱28）

もしエレベーターを停止させずに点検を行った場合は、エレベーターが緊急停止し∴事故等の

発生が予測されます。

例えば、病院等で、土レベーターを予告なしで停止した蓼合は、人倫に関わる場合も考えられま

す。

つきましては、点検時には必ずエレべ一一一タ一一を停止してから点検する旨　くもしエレベーターを

停止せずに点換希の扉を開放した場合、贋急停止）を傘下の消防設噂点検着く蒋防設隊士書消防

設備点検賢格者等）に周知徹底していただきますよう宜しくお厘い申し上げます。

以下に、点検時の媚守事項、汝親機の液的根拠噌土交通省告示等について記覆し蓋し舞ので、

参考にして下さい。

〔1】煙感知番点検時の僻守事項

ユ）点検対象物件にエレベータ停止装置惑星設置されているかを事前に確認すること。

2）エレベータ停止捨置は消防設備点検者では出来ないので、尊前にお客壕と十分な打合せと

轟藩をすることや

3）点検時には、お客嬢にエレベータの停止措置をしてもらい、完全に停止していることを藤

認してから点鏡をすること。

4）点検終了後は恕客瑳ヰ連絡し、必ず元に震七てもらうこと。

5）既存の物件については、法的に姥遡及餞もないが、停止装置が設置されている窃資もある

ので安全確保のため、エレベータの停止を薙観してから点検すること寧

【2〕関係する政令・告示について

い告示の絵的根拠となる政令

・r建築基準法施行令j第1急診条の8第急場者二号に義覿されている規定

本文　一一　　二かご及び昇掻露のすべての出人口の戸が閉じた後、かごを

昇降させるものであることj



2）今回設置基準強化のた桝こ公布された告示

・国土交通省告示第1454号（H20．12．10）

r昇降蕗外の人叉捻物がかご叉は釣合おもりに触れるおそれのない塵叉は囲い及

び出入［】の戸の基準を定める伴」

畿本文に煙感知薇の点療臼とい　具体的な寵我はないが、塵接すべて囲われて

いることが基本となっている。

郎昇降棲技術基準の解説（翻年巌・国土交通省驚修）より抜粋

（1．3－84ページ・第－－号ハ）

・本文　－　r動力線引き込み口やエレベーダーおよび昇線路内談琴鱒皐（煙

感知蕃なども食）の点漁ロなどをさす。な軌昇降路に点嶺白・

を設ける持合は、点綾日にスイッチ及び錠を取り付けるなどの

措閏を行い、戸が開いた時にはエレベーターの動力を切り、動

かないようにすること，匝トー昇降露に複数台のエレベーターを

酸澄する場合、ピット点検口のようにエレベータ叶の機番点検

時塁こ利用する点検口絃出来る破り草レベーター毎に改軋点検

口のスイッチが切れた時は当該のエレベーターのみ停止すること。

十丸腰感鱒凄め点療細よや卑療墾峰即のネイセ筆鼠＿
点検口に近いエレベーターのみ停止すること、j

駁建感知薔点検ボックス扉の逓蛙については、ビス止めで良いという見串を得て

いる。，く艶し、工具を用いるものであること、蝶ネジの様なも野は藩められない。）

⇒　昇降榛技衛基準棚綴　野凋率簸　常襲．質問と回答jで河響く

昇降故技術基準の踪説く2009年版）講習一　質問と回答（抜粋）　2009∫1肌6艮ミ：－て

液肇軍 、一夢当葛餅 ！　　　　　　 1 画隈 ∴ ．　　　　　 ′篭 ／振替 ．二‾．

13－84
平舘黄昏菜 †鱒 考賓一号′～感感 口 r 煙感知轟の点観 口臥 ネジで同意書あるものが ネジは工具を持って こなければ諒 める
餌 糾 碗 綾 数 こ関する療窺 十麹野球紅 ‾＿ ことができない＿こと、設琴海霧が春 寒に

十勤 力線等悼 込森口争 ∴ ～†ん停止 －■ネジは専息に由隕できるもの では無い土とか 料 鳩 め 漣 恕 擁 料 、三と琴 から∴ ・
すること。J ら二凍 鱒艶に詳密垂れている錠傘ヤ程と認め ら 腰 辱知藩の廣機甲．に使用‾で奉る9 ．，

れ革すか。 ただし、蕎 ネジなどは使用できない．

独鴎幼繭癒．ぱj幽Ⅵゐ施．頗雨虹鱒．p邸

〔3〕施行日

平成21年9月28日苛工（杭打ち）の建築物

既存の物件こついて臥鎗鞄に絃遡及はしないが、停止装置が設置されている場合もあ

るので安全鰭侭のため、エレベータの停止を碓距してから点故すること）

以上


